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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声を入力する音声入力部と、
　入力した音声をテキストデータに変換するテキストデータ生成部と、
　使用者の生体情報に基づいて、前記使用者が通常状態とは異なるときに前記音声入力部
に入力された音声の発声者を検出するとともに前記音声を前記テキストデータ生成部に変
換させる制御部と、
　前記発声者が前記使用者とは異なる場合に、前記発声者の名前に関する情報と、前記音
声のテキストデータとを表示する表示部と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記使用者の生体情報を入力する生体情報入力部を備えたことを特徴とする請求項１記
載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記生体情報入力部は、前記使用者が緊張状態と弛緩状態との少なくとも一方の状態で
あることを入力することを特徴とする請求項２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　位置情報を検出する位置検出部を備えたことを特徴とする請求項１から３のいずれか一
項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
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　前記制御部は、前記位置検出部の検出結果に応じて、前記テキストデータ生成部による
変換を禁止することを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記位置検出部の検出結果に応じて、前記音声入力部による音声の入力
を禁止することを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記位置検出部が検出した位置情報に応じて、前記テキストデータを表示するかどうか
を判断する判断部を備えたことを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　時刻を検出する時刻検出部を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の情報処
理装置。
【請求項９】
　前記時刻検出部が検出した時刻に応じて、前記テキストデータを表示するかどうかを判
断する判断部を備えたことを特徴とする請求項８記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記生体情報入力部は、発汗センサと圧力センサとの少なくとも一方の出力を前記生体
情報として入力することを特徴とする請求項２または３記載の情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ユーザをアシストする携帯情報端末が提案されている。例えば、特許文献１
には、使用者が携帯電話を介して第１サーバに音声メッセージを録音し、この録音された
メッセージを複数に分割し、分割後の各メッセージを複数の社外秘書がテキスト化した後
、第２サーバに記憶することで、使用者のスケジュール管理を行う技術が提案されている
。
【０００３】
　また、特許文献２には、携帯型情報端末に音声入力手段と、通信手段とを設け、音声入
力手段から入力された音声を通信手段により音声認識サーバに送信し、音声認識サーバで
音声から生成された文字情報を携帯型情報端末で受信する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３０９３５６号公報
【特許文献２】特開平７－２２２２４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の携帯情報端末は、セキュリィティへの配慮が乏しかったり、操作
が複雑であったりして、必ずしも使い勝手の良いものとはいえなかった。
【０００６】
　そこで本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、操作が簡素化され、使い勝手
が良好な情報処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の情報処理装置は、音声を入力する音声入力部（４２）と、入力した音声をテキ
ストデータに変換するテキストデータ生成部（５４）と、前記音声入力部が特定の周波数
を入力した際に、前記テキストデータ生成部による変換を開始する制御部（７０）と、を
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備えている。
【０００８】
　この場合において、前記制御部は、前記音声入力部が電話に関連した周波数を入力した
際に前記テキストデータ生成部による変換を開始することができる。また、前記制御部は
、特定の人の音声の周波数を入力した際に前記テキストデータ生成部による変換を開始す
ることができる。
【０００９】
　本発明の情報処理装置は、音声を入力する音声入力部（４２）と、予定を入手する入手
部（７０）と、入力した音声をテキストデータに変換するテキストデータ生成部と、前記
入手部が入手した予定に応じて、前記テキストデータ生成部による変換を開始する制御部
（７０）と、を備えている。
【００１０】
　この場合において、前記制御部は、前記予定の終了時刻を検出し、当該終了時刻に応じ
て、前記テキストデータ生成部による変換を開始することができる。
【００１１】
　本発明の情報処理装置は、音声を入力する音声入力部（４２）と、入力した音声をテキ
ストデータに変換するテキストデータ生成部（５４）と、使用者の生体情報に基づいて、
前記使用者が通常状態とは異なるときに前記音声入力部に入力された音声の発声者を検出
するとともに前記音声を前記テキストデータ生成部に変換させる制御部（７０）と、前記
発声者が前記使用者とは異なる場合に、前記発声者の名前に関する情報と、前記音声のテ
キストデータとを表示する表示部と、を備えている。
【００１２】
　この場合において、前記使用者の生体情報を入力する生体情報入力部（２０）を備える
ことができる。この場合、前記生体情報入力部は、前記使用者が緊張状態と弛緩状態との
少なくとも一方の状態であることを入力することとしてもよい。また、前記生体情報入力
部は、発汗センサと圧力センサとの少なくとも一方の出力を前記生体情報として入力する
こととしてもよい。
　
【００１３】
　本発明の情報処理装置は、音声を入力する音声入力部（４２）と、入力した音声をテキ
ストデータに変換するテキストデータ生成部（５４）と、時刻に関する時刻情報を検出す
る時刻検出部（２４）と、前記時刻検出部が検出した時刻情報と、特定の時刻とが一致し
た際に、前記テキストデータ生成部による変換を開始する制御部（７０）と、を備えてい
る。
【００１４】
　本発明の情報処理装置では、位置情報を検出する位置検出部（２２）を備えることとし
、前記制御部が、前記位置検出部の検出結果に応じて、前記テキストデータ生成部による
変換を禁止するようにしても良い。また、本発明の情報処理装置は、位置情報を検出する
位置検出部を備えており、前記制御部は、前記位置検出部の検出結果に応じて、前記音声
入力部による音声の入力を禁止することとしてもよい。また、本発明の情報処理装置は、
前記テキストデータを表示可能な表示部と、位置情報を検出する位置検出部と、前記位置
検出部が検出した位置に応じて、前記テキストデータを表示するかどうかを判断する判断
部と、を備えていてもよい。また、前記テキストデータを表示可能な表示部と、時刻を検
出する時刻検出部と、前記時刻検出部が検出した時刻に応じて、前記テキストデータを表
示するかどうかを判断する判断部と、を備えていてもよい。
【００１５】
　なお、本発明をわかりやすく説明するために、上記においては一実施形態を表す図面の
符号に対応つけて説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、後述の実施形
態の構成を適宜改良しても良く、また、少なくとも一部を他の構成物に代替させても良い
。更に、その配置について特に限定のない構成要件は、実施形態で開示した配置に限らず
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、その機能を達成できる位置に配置することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明は、操作が簡素化され、使い勝手が良好な情報処理装置を提供することができる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】一実施形態に係るパーソナルアシスタントシステム１００の機能ブロック図であ
る。
【図２】図２（ａ）～図２（ｄ）は、音声入力部から入力される音声の録音処理を示すフ
ローチャートである。
【図３】声紋ＤＢを示す図である。
【図４】音声データの処理に関するフローチャートである。
【図５】記憶データＤＢを示す図である。
【図６】図４のステップＳ７６の具体的処理を示すフローチャートである。
【図７】キーワードＤＢを示す図である。
【図８】図４のステップＳ８４の具体的処理を示すフローチャートである。
【図９】図８のステップＳ１２２の具体的処理を示すフローチャートである。
【図１０】図９のステップＳ１４２，Ｓ１４８の具体的処理を示すフローチャートである
。
【図１１】特定変換ワードＤＢを示す図である。
【図１２】図１０のステップＳ１６４，Ｓ１６６，Ｓ１７８，Ｓ１８０の具体的処理を示
すフローチャートである。
【図１３】地名ＤＢを示す図である。
【図１４】キーワード格納ＤＢを示す図である。
【図１５】図１５（ａ）～図１５（ｄ）は、重みテーブルの例を示す図である。
【図１６】キーワード記録ＤＢを示す図である。
【図１７】コマンドＤＢを示す図である。
【図１８】図１８（ａ）は、タスクリストの表示例を示す図であり、図１８（ｂ）は、録
音音声リストの表示例を示す図である。
【図１９】ステップＳ９６において同時並行的に行われる処理（その１）を示すフローチ
ャートである。
【図２０】ステップＳ９６において同時並行的に行われる処理（その２）を示すフローチ
ャートである。
【図２１】ステップＳ９６において同時並行的に行われる処理（その３）を示すフローチ
ャートである。
【図２２】セキュリティ確保可能範囲ＤＢを示す図である。
【図２３】曖昧ワードＤＢを示す図である。
【図２４】携帯型端末側でのデータの消去処理を示すフローチャートである。
【図２５】サーバ側での音声データの消去処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、パーソナルアシスタントシステム１００の一実施形態について、図１～図２５に
基づいて詳細に説明する。図１には、パーソナルアシスタントシステム１００のブロック
図が示されている。この図１に示すように、パーソナルアシスタントシステム１００は、
携帯型端末１０と、サーバ５０と、を備えている。
【００１９】
　携帯型端末１０は、ユーザが携帯可能な端末であり、例えば、携帯電話、スマートフォ
ン、ＰＨＳ（Personal Handy-phone System）、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）
などの端末である。この携帯型端末１０の大きさは、例えば胸ポケットに入る程度とされ
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ている。携帯型端末１０は、図１に示すように、入力部１２と、表示部１４と、再生部１
６と、警告部１８と、生体情報入力部２０と、位置検出部２２と、時刻検出部２４と、カ
レンダ部２６と、フラッシュメモリ２８と、通信部３２と、端末側制御部３０と、を有す
る。また、携帯型端末１０は、これら各部の少なくとも一部を格納する、携帯可能な携帯
端末筐体を有している。
【００２０】
　入力部１２は、音声入力部４２と、テキストデータ入力部４４とを有する。音声入力部
４２は、マイクロフォンを含み、ユーザの音声や、ユーザの周辺で発せられる音声を取得
する。テキストデータ入力部４４は、キーボードやタッチパネルなどの入力インタフェー
スを含み、ユーザの入力操作に応じたテキストデータを取得する。なお、入力部１２は、
タッチパネルなどからのユーザの操作指示を受け付ける機能も有している。
【００２１】
　表示部１４は、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなどのディスプレイを含んで
いる。表示部１４は、ディスプレイに対して画像データや文字データなどのデータを表示
したり、ユーザが操作を行うためのメニュー表示をしたりする。
【００２２】
　再生部１６は、スピーカを含み、音声や音を出力する。警告部１８は、携帯型端末１０
においてエラーが発生したときなどにおいて、ユーザに対して警告を行うものであり、例
えば、再生部１６を介した警告音の出力や、表示部１４を介した警告表示などを行う。
【００２３】
　生体情報入力部２０は、例えば、ユーザの筋肉の状態（緊張度及び弛緩度）、あるいは
血圧、心拍数、脈拍、体温などの生体情報の少なくとも１つを取得して、端末側制御部３
０に対して入力する装置である。なお、生体情報を検出する方法としては、例えば、特開
２００５-２７０５４３号公報に記載されているような腕時計型を採用することができる
。なお、血圧や脈拍は赤外線を用いた脈波検出センサにより検出すればよく、心拍数は振
動センサにより検出すればよい。心拍数が通常よりも上昇したときが緊張状態であり、減
少したときが弛緩状態である。また、緊張状態では瞳孔が拡大し、弛緩状態では瞳孔が縮
小するので、瞳孔を検出して、緊張状態か弛緩状態かを判別するような構成を適用しても
よい。
【００２４】
　位置検出部２２は、ユーザの位置（絶対位置）を検出するものであり、ここでは、例え
ばＧＰＳ（Global Positioning System：全地球測位システム）が採用されている。なお
、位置検出部２２としては、ＲＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）などを用いた
絶対位置計測システムを採用することとしても良い。
【００２５】
　時刻検出部２４は、現在の時刻を検出する計時機能を有している。カレンダ部２６は、
日付と曜日などとを対応付けて記憶している。フラッシュメモリ２８は、データを一時記
憶するメモリである。通信部３２は、ＷｉＦｉ通信でアクセスポイントへアクセスするた
めの無線ＬＡＮユニットや、イーサネット（登録商標）ケーブルによる有線接続のユニッ
ト、あるいは、コンピュータ等の外部機器と通信を行うＵＳＢ接続のユニットを有してい
る。本実施形態では、通信部３２は、サーバ５０の通信部５２と通信を行うことが可能で
ある。
【００２６】
　端末側制御部３０は、携帯型端末１０の構成各部を統括的に制御し、携帯型端末１０側
の処理を実行するものである。例えば、端末側制御部３０は、音声データが音声入力部４
２に入力されたときの時刻を時刻検出部２４を介して取得するとともに、音声データが入
力されたときの携帯型端末１０の位置を位置検出部２２を介して取得する。そして、端末
側制御部３０は、サーバ５０側に音声データを送信する際に、音声データとともに時刻及
び位置の情報も送信する。
【００２７】
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　サーバ５０は、例えば、携帯型端末１０を使用するユーザが勤務する会社内に設置され
るものである。ただし、これに限らず、サーバ５０は、システム管理会社に設置すること
としても良い。このサーバ５０は、図１に示すように、通信部５２と、テキストデータ生
成部５４と、声紋分析部５５と、重み付け部５６と、抽出部５８と、分類部６０と、変換
部６２と、フラッシュメモリ６４と、ハードディスク６６と、サーバ側制御部７０と、を
有する。
【００２８】
　通信部５２は、携帯型端末１０側の通信部３２と同様であり、本実施形態では、携帯型
端末１０側の通信部３２との通信を行うことが可能である。通信部５２が受信したデータ
（音声データやテキストデータ）は、サーバ側制御部７０を介して、フラッシュメモリ６
４に格納される。すなわち、通信部５２は、サーバ５０において、音声入力部やテキスト
データ入力部として機能している。
【００２９】
　テキストデータ生成部５４は、フラッシュメモリ６４に格納された音声データを取得し
、当該音声データを変換してテキストデータを生成するものである。生成されたテキスト
データは、サーバ側制御部７０を介して、フラッシュメモリ６４に格納される。
【００３０】
　声紋分析部５５は、音声の大きさ（強さ）、周波数、長さを用いて、登録済みの声紋デ
ータとのパターンマッチングすることで声紋分析を行い、音声を発した人物を特定するも
のである。なお、声紋分析では、音声の大きさ（強さ）、周波数、長さの全てを用いなく
ても良く、少なくとも音声の周波数を用いることで、音声を発した人物を特定することと
しても良い。
【００３１】
　重み付け部５６は、フラッシュメモリ６４に格納されている音声データ及び音声データ
から生成されたテキストデータ、又はテキストデータ入力部４４から入力されたテキスト
データを取得し、各テキストデータの重み付けを行う。重み付け部５６は、重み付けによ
り得られた数値（タスク優先度）をテキストデータとともに、フラッシュメモリ６４に格
納する。
【００３２】
　重み付け部５６による重み付けは、例えば、音声の大きさや周波数、テキストデータの
意味に基づいて行われる。具体的には、重み付け部５６は、音声の大きさや周波数に基づ
いて声紋分析部５５で分析された結果（音声を発した人物が誰かという情報）から重み付
けをしたり、テキストデータの意味から守秘性に応じた重み付けを行ったりする。なお、
本実施形態において守秘性とは、他人（不特定の第三者）に見られないほうが好ましい度
合いを意味する。
【００３３】
　重み付け部５６には、変更部７２と設定部７４が接続されている。変更部７２は、重み
付け部５６の重み付けに関する設定を変更するものであり、設定部７４は、ユーザの指示
に基づいて、重み付け部５６の重み付けに関する設定を変更するものである。なお、設定
部７４は、サーバの入力部（キーボード等）から入力されるユーザの指示に基づいて、設
定を変更することとしても良いし、通信部５２，３２を介して携帯型端末１０の入力部１
２から入力されるユーザの指示を受けて、設定を変更することとしても良い。
【００３４】
　抽出部５８は、フラッシュメモリ６４に格納されているテキストデータから、所定のワ
ードを抽出する。すなわち、携帯型端末１０の入力部１２に入力された情報から、所定の
ワードを抽出する。この所定のワードとは、他人に見られないほうが好ましいワード、す
なわち守秘性が比較的高いワードを意味し、当該ワードは、ハードディスク６６に格納さ
れたキーワードＤＢ（図７参照）において、予め定められている。
【００３５】
　分類部６０は、抽出部５８により抽出したワードを守秘性レベルの高いワード（第１ワ
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ード）と守秘性レベルがやや高い（中位の）ワード（第２ワード）とに分類する。この分
類は、ハードディスク６６に格納されているキーワードＤＢ（図７参照）に基づいて、行
われる。変換部６２は、守秘性レベルが「高」のワードと、守秘性レベルが「中」のワー
ドとを、所定のルールに基づいて変換し、フラッシュメモリ６４に格納する。
【００３６】
　フラッシュメモリ６４は、サーバ５０内で処理するデータを一時的に記憶するものであ
る。フラッシュメモリ６４には、消去部７６が接続されている。消去部７６は、サーバ側
制御部７０の指示に基づいて、所定のタイミングで、フラッシュメモリ６４に格納された
音声データやテキストデータを消去する。なお、データを消去する具体的なタイミングに
ついては、後述する。なお、フラッシュメモリ６４に代えて、その他の揮発性メモリを用
いることもできる。
【００３７】
　ハードディスク６６には、各種処理で用いるデータベースなどのデータが格納される。
なお、ハードディスク６６に代えて、その他の不揮発性メモリを用いることとしても良い
。
【００３８】
　サーバ側制御部７０は、サーバ５０内の各部を統括的に制御し、サーバ５０側における
処理を実行するものである。なお、サーバ５０は、実際には、ＣＰＵ（Central Processi
ng Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等を有して
おり、ＲＯＭ等に格納（インストール）されたプログラムをＣＰＵが実行することで、前
述したテキストデータ生成部５４、重み付け部５６、抽出部５８、分類部６０、変換部６
２、声紋分析部５５などの各部の機能を実現する。
【００３９】
　次に、本実施形態のパーソナルアシスタントシステム１００における処理について、図
２～図２５に基づいて、詳細に説明する。
【００４０】
　まず、音声入力部４２から入力される音声をサーバ５０側のフラッシュメモリ６４に格
納する処理（録音処理）について図２（ａ）～図２（ｄ）に基づいて説明する。なお、録
音処理は、常時行うこととしても良いのは勿論であるが、省電力化を図り、効率的な録音
を行うため、本実施形態では、図２（ａ）～図２（ｄ）の処理のうち、少なくとも２つの
処理を同時並行的に行ったり、いずれか１つの処理のみを行ったりする。
【００４１】
（録音タイミング例１）
　図２（ａ）は、ある人物が音声を発している間だけ、録音を実行する処理を示すフロー
チャートである。なお、音声入力部４２に入力される音声は、通信部３２、５２を介して
、サーバ側制御部７０に入力されているものとする。
【００４２】
　この図２（ａ）の処理では、ステップＳ１０において、サーバ側制御部７０が、音声入
力部４２から音声が入力されたか否かを判断する。ここでの判断が肯定されると、ステッ
プＳ１２では、サーバ側制御部７０の指示の下、声紋分析部５５が、入力された音声の声
紋分析を行う。この声紋分析では、ハードディスク６６に格納されている声紋ＤＢ（図３
参照）に含まれる音声データと、入力された音声データとを照合（パターンマッチング）
することにより、入力された音声を発した人物を特定する。ここで、図３の声紋ＤＢには
、人物名と、その人物の声紋データとが対応付けられている。なお、本システムをビジネ
ス用として用いる場合には、例えば、会社の社員全員の声紋データを声紋ＤＢに登録して
おくなどすることができる。また、本システムをプライベート用として用いる場合には、
各ユーザが個別に、家族や親戚、友人等の声紋データを声紋ＤＢに登録しておくなどする
ことができる。この登録は、携帯型端末１０の音声入力部４２から行う。
【００４３】
　次いで、ステップＳ１４では、サーバ側制御部７０が、ステップＳ１２において人物が
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特定されたか否か、すなわち、声紋ＤＢに登録された人物の音声であったか否かを判断す
る。ここでの判断が肯定された場合には、サーバ側制御部７０は、ステップＳ１６におい
て録音（フラッシュメモリ６４への格納）を開始する。なお、録音された音声データは、
テキストデータ生成部５４においてテキストデータに変換されることから、この録音開始
のタイミングは、テキストデータ生成のタイミングであるともいえる。一方、ステップＳ
１４における判断が否定された場合には、ステップＳ１０に戻る。
【００４４】
　ステップＳ１４の判断が肯定され、ステップＳ１６に移行した後は、サーバ側制御部７
０は、ステップＳ１８において音声入力が所定秒間途絶えるまで、録音を続ける。そして
、音声入力が所定秒間なかった場合、すなわち、音声入力が終了したとみなされた場合に
、ステップＳ１８の判断が肯定される。ステップＳ１８の判断が肯定されると、端末側制
御部３０は、ステップＳ２０において録音を終了して、ステップＳ１０に戻る。
【００４５】
　その後は、上記処理を繰り返すことで、声紋ＤＢに登録されている人物が音声を発する
タイミングごとに、録音が実行されるようになっている。なお、録音タイミングを決定す
る人物は、声紋ＤＢとは別のＤＢにて管理しても良い。これにより、例えば、録音タイミ
ングを決定する人物を、会議の主催者などに限定することが可能である。
【００４６】
　なお、図２（ａ）では、声紋に基づいて、ある人物が発声したタイミングで、録音を開
始する場合について説明したが、これに限らず、例えば、電話に関連した周波数（例えば
着信音の周波数）が音声入力部４２から入力された時点から録音を開始することとしても
良い。これにより、電話での会話を漏らすことなく録音することができるようになる。
【００４７】
（録音タイミング例２）
　図２（ｂ）は、予め登録されている時刻において録音を実行する処理を示すフローチャ
ートである。なお、この図２（ｂ）の処理は、図２（ａ）の場合と異なり、携帯型端末１
０側の通信部３２から音声データをサーバ５０側に送信するか、しないかを切り替えるこ
とで、録音タイミングを切り替えるものである。
【００４８】
　図２（ｂ）では、ステップＳ２４において、端末側制御部３０が、時刻検出部２４を介
して、現在時刻を検出する。次いで、ステップＳ２６では、端末側制御部３０が、予め定
められた録音開始時刻か否かを判断する。ここで、録音開始時刻は、携帯型端末１０の出
荷時に予め定められていても良いし、ユーザ等が、入力部１２から予め入力しても良い。
この録音開始時刻としては、例えば、人との会話などが多く、情報量が多いと考えられる
時間（例えば、会社に出社した直後の１時間）や、集中力が途切れやすい時間（例えば、
昼休み前後３０分や、疲労がピークに達する残業時間（午後８時以降など））とすること
ができる。
【００４９】
　ステップＳ２６の判断が肯定された場合には、ステップＳ２８に移行し、通信部３２が
、端末側制御部３０の指示の下、音声入力部４２に入力された音声データをサーバ５０側
へ送信し始める。この場合、通信部５２及びサーバ側制御部７０を介して、音声データが
フラッシュメモリ６４に格納される（録音される）。
【００５０】
　次いで、ステップＳ３０では、端末側制御部３０が、時刻検出部２４を介して、現在時
刻を検出する。そして、次のステップＳ３２では、端末側制御部３０が、予め定められて
いる録音終了時刻が到来したか否かを判断する。ここでの判断が肯定されると、ステップ
Ｓ３４に移行するが、判断が否定されると、ステップＳ３０に戻る。ステップＳ３４に移
行した場合、通信部３２は、端末側制御部３０の指示の下、サーバ５０側への音声データ
送信を停止する。これにより、録音が終了する。その後は、ステップＳ２４に戻り、上記
処理を繰り返す。これにより、録音開始時刻が到来するたびに、録音を行うことができる
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。
【００５１】
（録音タイミング例３）
　図２（ｃ）は、予め登録されている会議の終盤に録音を実行する処理を示すフローチャ
ートである。なお、この図２（ｃ）の処理も、図２（ｂ）と同様、通信部３２から音声デ
ータをサーバ５０側に送信するか、しないかを切り替えることで、録音タイミングを切り
替えるものである。
【００５２】
　図２（ｃ）では、ステップＳ３６において、端末側制御部３０が、時刻検出部２４を介
して、現在時刻を検出する。次いで、ステップＳ３８では、端末側制御部３０が、フラッ
シュメモリ２８に格納されているタスクリスト（後述する）の中から、会議の予定を抽出
し、当該会議の終了時刻よりも所定時間前（例えば１０分前）か否かを判断する。ここで
の判断が肯定された場合には、ステップＳ４０において、図２（ｂ）のステップＳ２８と
同様の方法で録音を開始する。
【００５３】
　次のステップＳ４２では、端末側制御部３０が、時刻検出部２４を介して、現在時刻を
検出する。そして、次のステップＳ４４では、端末側制御部３０が、ステップＳ３８の判
断に用いた会議の終了時刻が到来したか否かを判断する。ここでの判断が肯定されると、
ステップＳ４６に移行するが、判断が否定されると、ステップＳ４２に戻る。ステップＳ
４６に移行した場合、通信部３２は、端末側制御部３０の指示の下、サーバ５０側への音
声データ送信を停止する。その後は、ステップＳ３６に戻り、上記処理を繰り返す。これ
により、会議の終盤の所定時間における録音が可能となる。なお、会議の終盤に録音を行
うこととしたのは、会議の終盤ほど、会議の結論が発言されたり、次の会議の予定がアナ
ウンスされたりする可能性が高いからである。
【００５４】
　なお、図２（ｃ）の処理では、会議が実施されている時間中、継続して録音を行うこと
としても良い。また、その会議の司会者や発表者などがタスクリストに登録されている場
合には、図２（ａ）の処理と組み合わせて、登録されている司会者や発表者の音声のみを
録音するようにしても良い。
【００５５】
（録音タイミング例４）
　図２（ｄ）には、生体情報入力部２０から入力される情報（ここでは、ユーザの筋肉の
状態（緊張度及び弛緩度）とする）に基づいて、録音を実行する処理を示すフローチャー
トである。なお、この図２（ｄ）の処理も、図２（ｂ）、図２（ｃ）と同様、通信部３２
から音声データをサーバ５０側に送信するか、しないかを切り替えることで、録音タイミ
ングを切り替えるものである。
【００５６】
　図２（ｄ）では、ステップＳ５０において、端末側制御部３０が、生体情報入力部２０
を介して、ユーザの筋肉の状態を取得する。次いで、ステップＳ５２では、端末側制御部
３０が、筋肉の状態と予め定められている閾値とを比較して、所定の弛緩状態か否かを判
断する。ここでの判断が肯定された場合には、ステップＳ５４において、図２（ｂ）のス
テップＳ２８と同様の方法で録音を開始する。
【００５７】
　次のステップＳ５６において、端末側制御部３０が、再度、筋肉の状態を取得すると、
次のステップＳ５８では、端末側制御部３０が、筋肉の状態と予め定められている閾値と
を比較して、所定の緊張状態か否かを判断する。ここでの判断が肯定されると、ステップ
Ｓ６０に移行するが、判断が否定されると、ステップＳ５６に戻る。ステップＳ６０に移
行した場合、通信部３２は、端末側制御部３０の指示の下、サーバ５０側への音声データ
送信を停止する。その後は、ステップＳ５０に戻り、上記処理を繰り返す。以上の処理に
より、筋肉の状態から、ユーザの緊張度合いを判断し、ユーザがリラックスしすぎており
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、他人の話を聞いていないような状況（例えば居眠りをしている状況）での、音声の自動
的な録音を行うことが可能となる。
【００５８】
　なお、図２（ｄ）では、リラックスしすぎているときにのみ、音声を録音することとし
たが、これとともに又はこれに代えて、適度に緊張しているときに音声を録音することと
しても良い。適度に緊張している場合には、重要な話がされている可能性が高いからであ
る。
【００５９】
　なお、受話器（携帯型端末筐体）に発汗センサと圧力センサとの少なくとも一方を設け
て受話器を保持する手の発汗量や、受話器の保持力からユーザが緊張状態または弛緩状態
であることを検出してもよい。
【００６０】
　この発汗センサと圧力センサとの出力を端末側制御部３０に送信し、端末側制御部３０
はユーザが緊張状態または弛緩状態であると判断したときに音声入力部４２による録音を
開始するようにしてもよい。
【００６１】
　発汗センサとしては複数の電極を設けて手のインピーダンスを測定するようにすれば良
い。感動、興奮、緊張といったような精神性発汗は、発汗量が少なく、発汗時間も短いの
で、指よりも発汗量が多い中手の掌側に対応して受話器に発汗センサを設ければよい。
【００６２】
　圧力センサとしては、静電容量型、歪ゲージ、電歪素子のいずれを用いてもよく、ユー
ザが通常受話器を握る圧力よりも例えば１０％以上大きな圧力で受話器を握ったときに緊
張状態と判断するようにすればよい。
【００６３】
　また、発汗センサと圧力センサの少なくとも一方は、携帯型端末１０に設けてもよく、
携帯電話などに設けてもよい。
【００６４】
　なお、上述したように、図２（ａ）～図２（ｄ）の処理において録音開始タイミングと
なった場合でも、例えば、携帯型端末１０が録音禁止位置に存在している場合などにおい
ては、録音を開始しないようにしても良い。録音禁止位置としては、例えば、ユーザが勤
務する会社以外の会社内などを採用することができる。
【００６５】
（音声データの処理）
　次に、音声データが録音された後に行われる音声データの処理について、図４～図２３
に基づいて説明する。図４は、音声データの処理に関するフローチャートである。
【００６６】
　図４のステップＳ７０では、サーバ側制御部７０が、フラッシュメモリ６４に音声デー
タが録音されたか否かを判断する。ここでの判断が肯定されると、ステップＳ７２に移行
し、テキストデータ生成部５４が、サーバ側制御部７０の指示の下、音声データをテキス
ト化する。この場合、音声データが所定時間途切れるたびにテキスト化される。また、サ
ーバ側制御部７０は、音声データをテキスト化したデータ（テキストデータ）と、音声デ
ータが音声入力部４２に入力された時刻と、音声データが入力された位置と、音声データ
の音声レベルを、フラッシュメモリ６４内の記憶データＤＢ（図５）に登録する。なお、
ここで登録される時刻や位置の情報は、前述のように、音声データとともに通信部３２か
ら送信されているものである。次いで、ステップＳ７４では、声紋分析部５５が、サーバ
側制御部７０の指示の下、声紋分析をして音声を発した人物を特定し、記憶データＤＢに
登録する。なお、図２（ａ）のステップＳ１２の処理を経ている場合には、ステップＳ７
４を行わずに、ステップＳ１２の内容を記憶データＤＢに登録することとしても良い。
【００６７】
　図５には、記憶データＤＢのデータ構造が示されている。記憶データＤＢには前述した
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、時刻、位置、テキストデータ、発声人物、音声レベル、並びにタスクフラグ、タスク優
先度が格納される。なお、タスクフラグ及びタスク優先度の項目については、後述する。
【００６８】
　図４に戻り、次のステップＳ７６では、タスク判定のサブルーチンを実行する。タスク
判定のサブルーチンでは、一例として、図６の処理を実行する。図６の処理では、ステッ
プＳ１１０において、サーバ側制御部７０が、テキストデータに日時が含まれているか否
かを判断する。なお、ここでの日時には、何年何月何日何時という具体的な日時のほか、
明日、明後日、午前、午後などの日時も含まれる。ここでの判断が肯定された場合には、
ステップＳ１１４においてタスクと判定された後に、図４のステップＳ７８に移行するが
、判断が否定された場合には、ステップＳ１１２に移行する。
【００６９】
　ステップＳ１１２では、サーバ側制御部７０がテキストデータに、特定のワードが含ま
れているか否かを判断する。ここで、特定のワードは、タスクに関連するワードであり、
例えば、「すること」、「してください」、「しなさい」、「しろ」、「やれ」、「しよ
う」、「します」、「しましょう」、「予定しています」などのワードである。この特定
のワードは、装置出荷時に予めハードディスク６６内にテーブルとして格納されていても
良いし、ユーザが随時追加するようにしても良い。ステップＳ１１２の判断が肯定された
場合には、ステップＳ１１４においてタスクと判定された後に、図４のステップＳ７８に
移行する。一方、ステップＳ１１２の判断が否定された場合には、ステップＳ１１６にお
いてタスクでないと判定された後に図４のステップＳ７８に移行する。
【００７０】
　図４に戻り、ステップＳ７８では、サーバ側制御部７０が、図６の処理の結果、タスク
と判定されたか否かを判断する。以下、ステップＳ７８の判断が肯定された場合と、否定
された場合の処理について説明する。
【００７１】
（ステップＳ７８の判断が肯定された場合（タスクであった場合））
　ステップＳ７８の判断が肯定されると、ステップＳ８０に移行し、サーバ側制御部７０
は、記憶データＤＢ（図５）のタスクフラグをオンに設定する。次いで、ステップＳ８２
では、抽出部５８が、サーバ側制御部７０の指示の下、ハードディスク６６に格納されて
いるキーワードＤＢ（図７）に基づいて、キーワードを抽出する。図７に示すように、キ
ーワードＤＢには、キーワードと、そのキーワードの詳細情報、属性、守秘性のレベルと
、が紐付けられている。したがって、抽出部５８は、このキーワードＤＢのキーワードの
項目に着目し、テキストデータから、キーワードＤＢに登録されているキーワードを抽出
するようにする。
【００７２】
　例えば、テキストデータが、
　『１１月２０日１３時に、クールブルースピーカ２のソフトウェア仕様について、大東
京株式会社の青山一郎さんと打合せ予定』
であったとする。
【００７３】
　この場合、抽出部５８は、図７のキーワードＤＢに登録されている「クールブルースピ
ーカ２」、「ソフトウェア」、「仕様」、「大東京株式会社」、「青山一郎」を、キーワ
ードとして抽出する。
【００７４】
　なお、キーワードＤＢは、事前に予め作成しておく必要がある。また、キーワードＤＢ
の登録内容は、適宜（例えば、メンテナンス時等において）追加・変更が可能であるもの
とする。また、図７では、個人名、会社名、技術用語などの属性以外にも、特許情報や予
算情報、商談情報などの属性でキーワードを登録しても良い。
【００７５】
　図４に戻り、次のステップＳ８４では、各キーワードの解析サブルーチンが実行される
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。図８には、ステップＳ８４の解析サブルーチンの具体的処理がフローチャートにて示さ
れている。
【００７６】
　この図８では、ステップＳ１２０において、分類部６０が、サーバ側制御部７０の指示
の下、キーワードＤＢから、キーワードの守秘性のレベルを取得する。具体的には、分類
部６０は、キーワードＤＢから「クールブルースピーカ２」の守秘性レベルとして「中」
を取得し、「ソフトウェア」の守秘性レベルとして「中」を取得し、「仕様」の守秘性レ
ベルとして「中」を取得し、「大東京株式会社」の守秘性レベルとして「高」を取得し、
「青山一郎」のレベルとして「高」を取得する。
【００７７】
　次いで、ステップＳ１２２では、変換部６２が、サーバ側制御部７０の指示の下、ステ
ップＳ１２０で取得された守秘性に基づいてキーワードを変換し、変換後のキーワードを
、フラッシュメモリ６４に記憶するサブルーチンを実行する。
【００７８】
　図９は、ステップＳ１２２のサブルーチンの具体的処理を示すフローチャートである。
図９に示すように、変換部６２は、まず、ステップＳ１３８において、抽出部５８で抽出
されたキーワードの中から１つのキーワードを選択する。なお、ここでは、一例として、
「大東京株式会社」が選択されたものとする。
【００７９】
　次いで、ステップＳ１４０では、変換部６２が、選択したキーワードの守秘性レベルが
「高」であるか否かを判断する。「大東京株式会社」は、前述のように、守秘性レベルが
「高」であるので、ここでの判断は肯定され、ステップＳ１４２に移行する。ステップＳ
１４２では、変換部６２が、キーワードを守秘性に応じて変換するサブルーチンを実行す
る。具体的には、図１０に示すフローチャートに沿って処理を実行する。
【００８０】
　図１０のステップＳ１６０では、変換部６２が、選択したキーワードに特定変換ワード
が含まれているか否かを判断する。ここで、特定変換ワードとは、例えば、図１１の特定
変換ワードＤＢに定義されているような、会社名に頻繁に用いられるワード（株式会社、
有限会社、（株）、（有）など）や、国等の機関に頻繁に用いられるワード（機構、省、
庁など）や、教育機関に頻繁に用いられるワード（大学、高等学校など）等を意味する。
【００８１】
　選択されたキーワード「大東京株式会社」の場合、特定変換ワード「株式会社」を含ん
でいるので、ステップＳ１６０の判断は肯定され、ステップＳ１６２に移行する。ステッ
プＳ１６２では、変換部６２は、特定変換ワードを特定変換ワードＤＢに基づいて変換す
る。この場合、「大東京株式会社」のうちの「株式会社」の部分が「社」に変換される。
次いで、ステップＳ１６４では、特定変換ワード以外の変換サブルーチンを実行する。
【００８２】
　図１２は、ステップＳ１６４の変換サブルーチンの具体的処理を示すフローチャートで
ある。この図１２に示すように、変換部６２は、ステップＳ１９０において、変換対象部
分（特定変換ワード以外の部分）が、地名であるか否かを判断する。ここで、変換対象部
分「大東京」は、地名を含んではいるものの、地名そのものではないので、判断は否定さ
れ、ステップＳ１９４に移行する。
【００８３】
　ステップＳ１９４では、変換部６２は、変換対象部分が氏名であるかを判断する。ここ
では、氏名ではないので、判断は否定されステップＳ１９８に移行する。そして、ステッ
プＳ１９８では、変換部６２は、変換対象部分「大東京」をイニシャル変換して「Ｄ」と
する。ステップＳ１９８の処理が終了すると、図１０のステップＳ１６５に移行する。
【００８４】
　ステップＳ１６５では、変換部６２が、ステップＳ１６２，Ｓ１６４の変換後のワード
を組み合わせる。具体的には、「Ｄ」と「社」とを組み合わせて「Ｄ社」とする。
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【００８５】
　次いで、ステップＳ１６８では、変換部６２が、変換対象のキーワード「大東京株式会
社」に情報が付帯しているか否かを判断する。ここで、情報が付帯しているとは、図７の
キーワードＤＢの情報の欄に、情報が入力されている場合を意味する。ここでは、「大東
京株式会社」に、「電機　東京都品川区」が付帯しているため、ステップＳ１６８の判断
は肯定され、ステップＳ１７０に移行する。
【００８６】
　ステップＳ１７０では、変換部６２が、付帯している情報のうちで、未だ選択されてい
ない情報を１つ選択する。次いで、変換部６２は、ステップＳ１７２において、選択した
情報（例えば、「電機」）の守秘性レベルが「高」又は「中」であるか否かを判断する。
ここで、「電機」が守秘性レベルが「低」であるとすると、ステップＳ１７２の判断は否
定されるので、ステップＳ１８２に移行する。ステップＳ１８２では、変換部６２は、全
ての情報が選択済みであるか否かを判断する。ここでは、まだ、「東京都品川区」が未選
択であるので、判断は否定されて、ステップＳ１７０に戻る。
【００８７】
　次いで、変換部６２は、ステップＳ１７０において、未選択の情報「東京都品川区」を
選択するとともに、ステップＳ１７２において、「東京都品川区」の守秘性レベルが「高
」又は「中」か否かを判断する。ここで、図７のキーワードＤＢに示すように、地名は、
「低」又は付帯するキーワードの守秘性レベルに準じると定義されているため、「東京都
品川区」は、キーワード「大東京株式会社」に準じて、守秘性レベルは「高」となる。し
たがって、ステップＳ１７２の判断は肯定され、ステップＳ１７４に移行する。ステップ
Ｓ１７４では、変換部６２は、「東京都品川区」に特定変換ワードが含まれているか否か
を判断する。ここでの判断が否定されると、ステップＳ１８０に移行して、情報を変換す
る変換サブルーチンを実行する。このステップＳ１８０の変換サブルーチンは、基本的に
は、前述したステップＳ１６４と同様の処理（図１２）である。
【００８８】
　すなわち、図１２では、変換部６２が、ステップＳ１９０において、「東京都品川区」
が地名か否かを判断する。ここでの判断が肯定されると、変換部６２は、ステップＳ１９
２において、図１３に示す地名ＤＢに基づいて変換処理を実行する。具体的には、変換部
６２は、「東京都品川区」を、守秘性レベルが「高」の変換方法で変換することで、「関
東南部」と変換する。なお、図１３の地名ＤＢでは、守秘性レベルが「高」の場合、当該
地名を、比較的広い区域の中での位置として表現し、守秘性レベルが「中」の場合には、
当該地名を、守秘性レベルが「高」の場合よりも狭い区域の中での位置として表現してい
る。
【００８９】
　ステップＳ１９２の処理が終了すると、その後は、図１０のステップＳ１８２に移行す
る。このステップＳ１８２の段階では、既に全ての情報（電機、東京都品川区）が選択済
みであるので、ステップＳ１８２の判断が肯定されて、ステップＳ１８４に移行する。ス
テップＳ１８４では、変換部６２が、変換後の情報を、変換後のキーワード（ステップＳ
１６５又はＳ１６６）に対応付ける。ここでは、「Ｄ社（電機，関東南部）」となる。そ
の後、図９のステップＳ１４４に移行する。
【００９０】
　図９のステップＳ１４４では、変換後のキーワードを、フラッシュメモリ６４に記憶さ
れているキーワード格納ＤＢ（図１４参照）の領域Ａに格納する。なお、図１４に示すよ
うに、キーワード格納ＤＢには、領域Ａのほか、領域Ｏ、Ｂ、Ｃの格納領域が設けられて
いる。領域Ｏには、キーワードの生データ（変換前キーワード）が、格納される。当該格
納処理が完了すると、ステップＳ１５４に移行し、抽出部５８で抽出されたキーワードの
全てが選択済みであるか否かを判断する。ここでの判断が否定されると、ステップＳ１３
８に戻る。
【００９１】
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　次に、ステップＳ１３８において、変換部６２が、キーワードとして「クールブルース
ピーカ２」を選択した場合について説明する。この場合、キーワードは、「クールブルー
スピーカ２」であり、守秘性レベルが「中」であるので、ステップＳ１４０の判断が否定
される一方、ステップＳ１４６の判断が肯定されて、ステップＳ１４８に移行する。
【００９２】
　ステップＳ１４８では、キーワードを守秘性に応じて変換するサブルーチンを実行する
。具体的には、ステップＳ１４２と同様、図１０の処理を実行することになる。図１０の
処理では、ステップＳ１６０において、変換部６２が、「クールブルースピーカ２」に特
定変換ワードが含まれているか否かを判断するが、ここでの判断は否定されるので、ステ
ップＳ１６６に移行し、変換サブルーチンを実行する。このステップＳ１６６の変換サブ
ルーチンでは、前述したステップＳ１６４、Ｓ１８０と同様に、図１２の処理を実行する
。図１２では、「クールブルースピーカ２」は地名でも人名でもないので、ステップＳ１
９０，Ｓ１９４の判断が否定され、変換部６２は、ステップＳ１９８においてイニシャル
変換を行う。この場合、キーワードＤＢにおいて、「クールブルースピーカ２」に併記さ
れている英語表記「Cool Blue Speaker2」をイニシャル変換（大文字部分をイニシャル変
換）して「ＣＢＳ２」と変換する。
【００９３】
　以上のようにして図１２の処理が終了すると、図１０のステップＳ１６８に移行するが
、図７のキーワードＤＢでは、「クールブルースピーカ２」には何ら情報が付帯していな
いので、ステップＳ１６８の判断が否定されて、図９のステップＳ１５０に移行する。ス
テップＳ１５０では、変換後のキーワードを、図１４に示すフラッシュメモリ６４の領域
Ｂに格納する。すなわち、変換部６２は、領域Ｏにキーワードそのものを格納するととも
に、当該キーワードに対応して領域Ｂに、「ＣＢＳ２」を格納する。当該格納処理が完了
すると、ステップＳ１５４に移行し、抽出部５８で抽出されたキーワードの全てが選択済
みであるか否かを判断する。ここでの判断が否定されると、再度、ステップＳ１３８に戻
る。
【００９４】
　次に、ステップＳ１３８において、変換部６２が、キーワード「青山一郎」を選択した
場合について説明する。この場合、「青山一郎」は守秘性レベルが「高」であるので、ス
テップＳ１４０の判断が肯定されて、ステップＳ１４２に移行する。
【００９５】
　ステップＳ１４２では、前述したのと同様、図１０の処理を実行する。図１０の処理で
は、ステップＳ１６０が否定されて、ステップＳ１６６（図１２の処理）に移行する。図
１２のステップＳ１９０では、その判断が否定され、ステップＳ１９４に移行する。ステ
ップＳ１９４では、変換部６２が、「青山一郎」が氏名か否かを判断する。そして、ここ
での判断が肯定されると、ステップＳ１９６に移行する。なお、ステップＳ１９４におい
て、「青山一郎」が氏名であると判断されるのは、図７のキーワードＤＢにおいて「青山
一郎」の属性が、取引先の人名となっているからである。
【００９６】
　ステップＳ１９６では、変換部６２が、「青山一郎」をイニシャル変換する。なお、ス
テップＳ１９６では、キーワードの守秘性レベルが「高」の場合には、氏及び名の両方を
イニシャル変換する。すなわち、「青山一郎」は「ＡＩ」に変換されることになる。一方
、例えば、図７のキーワードＤＢに登録されている「上田三郎」のように、キーワードの
守秘性レベルが「中」であった場合には、名のみをイニシャル変換する。すなわち、「上
田三郎」は「上田Ｓ」にイニシャル変換される。なお、氏のみをイニシャル変換して、「
Ｕ三郎」と変換しても良い。
【００９７】
　ステップＳ１９６の処理が完了すると、図１０のステップＳ１６８に移行する。ここで
、キーワード「青山一郎」には、図７に示すように、情報として「大東京株式会社　カメ
ラ　ＡＦモータ　２００９年１０月１５日特許研修会（東京）」が付帯しているので、ス
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テップＳ１６８の判断は肯定され、ステップＳ１７０に移行する。そして、ステップＳ１
７０では、例えば、情報「大東京株式会社」が選択される。「大東京株式会社」は前述し
たように守秘性レベルが「高」であるので、ステップＳ１７２の判断は肯定されて、ステ
ップＳ１７４に移行する。そして、「大東京株式会社」は、特定変換ワード「株式会社」
を含んでいるので、ステップＳ１７４の判断が肯定されて、当該特定変換ワードの変換（
ステップＳ１７６）、及び特定変換ワード以外の変換（ステップＳ１７８）を実行する。
なお、ステップＳ１７６，Ｓ１７８は、前述したステップＳ１６２、Ｓ１６４と同様であ
る。そして、ステップＳ１８２の判断が否定されると、ステップＳ１７０に戻る。
【００９８】
　その後は、全ての情報が選択済みとなるまで、ステップＳ１７０～ステップＳ１８２を
繰り返す。そして、全ての情報が選択済みとなった後は、ステップＳ１８４において、変
換後のキーワードに変換後の情報を対応付ける。ここでは、例えば、「ＡＩ（カメラ，Ａ
ＦＭ，２００９年１０月１５日Ｔ会（東京））」と対応付けられる。そして、図９のステ
ップＳ１４４で、領域Ａへの格納が完了すると、ステップＳ１５４に移行し、抽出部５８
で抽出されたキーワードの全てが選択済みであるか否かを判断する。ここでの判断が否定
されると、再度、ステップＳ１３８に戻る。
【００９９】
　なお、上記処理において、図９のステップＳ１４６の判断が否定された場合、すなわち
、キーワードの守秘性レベルが「低」であった場合には、ステップＳ１５２において、当
該キーワードをそのまま領域Ｃ（及び領域Ｏ）に格納する。なお、キーワードに情報が付
帯している場合には、当該情報も領域Ｃに格納する。例えば、図１４に示すように、キー
ワード「エスブイエス社」であれば、領域Ｃには、「エスブイエス社　機械　ドイツ　ミ
ュンヘン」として格納される。
【０１００】
　また、上記処理において、例えば、ステップＳ１３８において選択されたキーワードが
「ソフトウェア」であった場合には、ソフトウェアをイニシャル変換し、「ＳＷ」とする
とともに、図７に示す情報＜スポンジ＞を変換せずに、ＳＷに対応付ける。この場合にお
いて、＜○○＞という表記は、キーワードと対等で取り扱うワードであることを意味する
ものとする。すなわち、「ソフトウェア」と「スポンジ」のいずれかを用いるという意味
であるものとする。したがって、キーワード「ソフトウェア」に対して上記処理を行った
場合、フラッシュメモリ６４の領域Ｂには、「ＳＷ」と「スポンジ」が対等に格納される
ことになる。なお、「ＳＷ」と「スポンジ」の使い分けについては、後述する。
【０１０１】
　以上の処理をその他のキーワード（ここでは「仕様」）に対しても行い、図９のステッ
プＳ１５４の判断が肯定されると、図８のステップＳ１２４に移行する。
【０１０２】
　ステップＳ１２４では、サーバ側制御部７０が、発言者の属性に関する重みを取得する
。この場合、図１５（ａ）に示す属性に関する重みテーブルに基づいて、発言者の役職か
ら、重み（Ｔｗ）を取得する。例えば、発言者が、図７の上田三郎である場合には、重み
（Ｔｗ）としてマネジャー（Ｍ）の「２」を取得する。
【０１０３】
　次いで、ステップＳ１２６では、サーバ側制御部７０が、音声レベルに関する重みを取
得する。この場合、サーバ側制御部７０は、図１５（ｂ）に示す音声レベルに関する重み
テーブルと、記憶データＤＢ（図５参照）に記憶されている音声レベルと、に基づいて重
み（Ｖｗ）を取得する。図５のように、音声レベルが７０ｄｂの場合には、重み（Ｖｗ）
は３となる。なお、音声レベルが大きいほど重み（Ｖｗ）が大きいのは、音声レベルが大
きいほど、頼まれ方が強く、重要度が高い場合が多いからである。
【０１０４】
　次いで、図８のステップＳ１２８では、サーバ側制御部７０が、キーワードに関する重
みを取得する。この場合、サーバ側制御部７０は、図１５（ｃ）に示すキーワードに関す
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る重みテーブルと、記憶データＤＢのテキストデータに含まれるキーワードと、に基づい
て重み（Ｋｗ）を取得する。図１５（ｃ）では、「大切」「重要」や、「とても大切」「
とても重要」が登録されているので、これらのキーワードがテキストデータに含まれてい
れば、重み（Ｋｗ）として、２又は３を取得する。また、ステップＳ１２８では、サーバ
側制御部７０は、テキストデータ中に、守秘性レベルが「高」のキーワード、守秘性レベ
ルが「中」のキーワードがいくつ含まれていたかを判定し、その判定結果と、図１５（ｄ
）に示すキーワードの守秘性に関する重みテーブルと、に基づいて、テキストデータの守
秘性に関する重み（Ｃｗ）を取得する。例えば、テキストデータに、守秘性レベルが「高
」のキーワードが２個、守秘性レベルが「中」のキーワードが１個含まれていた場合には
、サーバ側制御部７０は、Ｃｗ＝８（＝３×２＋２×１）を取得する。
【０１０５】
　図８のステップＳ１２８の処理が完了すると、図４のステップＳ８６に移行する。ステ
ップＳ８６では、サーバ側制御部７０は、タスク優先度（Ｔｐ）を算出し、記憶データＤ
Ｂ（図５）に登録する。具体的には、サーバ側制御部７０は、タスク優先度（Ｔｐ）を、
次式（１）を用いて、算出する。
　Ｔｐ＝Ｕｖｗ×Ｖｗ＋Ｕｔｗ×Ｔｗ
　　　　　＋Ｕｆｗ×Ｆｗ＋Ｕｋｗ×Ｋｗ＋Ｕｃｗ×Ｃｗ　　　…（１）
【０１０６】
　なお、上式（１）のＵｖｗ、Ｕｔｗ、Ｕｆｗ、Ｕｋｗ、Ｕｃｗは、各重み（Ｖｗ，Ｔｗ
，Ｆｗ，Ｋｗ，Ｃｗ）の重要度を加味した重み付け係数であり、当該重み付け係数は、ユ
ーザ等が設定部７４を介して、設定することができるようになっている。
【０１０７】
　次いで、図４のステップＳ８８に移行し、サーバ側制御部７０は、テキストデータ中に
含まれていたキーワードの、図１６に示すキーワード記録ＤＢへの登録を行う。なお、こ
の図１６のキーワード記録ＤＢは、例えば、１週間、１ヶ月単位又は１年単位で作成され
るものである。この図１６のキーワード記録ＤＢでは、テキストデータ中に含まれていた
キーワード（登録キーワードと呼ぶ）と同時に使用されたキーワードや、登録キーワード
の発言者、登録キーワードが発言された日時、場所、などの関連情報を逐一記録する。ま
た、登録キーワードと関連情報が関連付けられた回数を関連度合いとして、記録する。更
に、登録キーワードが発せられた回数を出現頻度として記録する。なお、図１６のキーワ
ード記録ＤＢの検索頻度の項目については、後述する。
【０１０８】
　なお、ステップＳ８８の処理が完了した後は、ステップＳ７０に戻る。
【０１０９】
（ステップＳ７８の判断が否定された場合（タスクでなかった場合））
　次に、ステップＳ７８の判断が否定された場合について、説明する。ステップＳ７８が
否定されると、ステップＳ９０に移行して、サーバ側制御部７０が、タスクフラグをオフ
にする。次いで、ステップＳ９２では、サーバ側制御部７０が、発声者がユーザ自身であ
るか否かを判断する。ここでの判断が肯定された場合には、ステップＳ９４に移行し、ユ
ーザが発した言葉はコマンドであるか否かを判断する。ここでは、例えば、図１７のコマ
ンドＤＢに示すように、「タスクリスト」という言葉が、タスクリストを表示するコマン
ドであり、「音声録音テキスト」という言葉が、音声録音リストを表示するコマンドであ
り、「変換」という言葉が、変換処理のコマンドであるものとする。なお、このコマンド
ＤＢは、携帯型端末１０側のフラッシュメモリ２８又はサーバ５０側のハードディスク６
６に格納されているものとする。このコマンドＤＢでは、例えば、ユーザの音声が「タス
クリスト」であった場合に、図１８（ａ）に示すようなタスクリストを表示することが定
義されている。なお、タスクリストの詳細については後述する。また、コマンドＤＢでは
、ユーザの音声が「音声録音テキスト」であった場合に、図１８（ｂ）に示すような音声
録音リストを表示することが定義されている。なお、この音声録音リストの詳細について
も後述する。
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【０１１０】
　図４に戻り、ステップＳ９４の判断が否定された場合には、ステップＳ７０に戻るが、
ステップＳ９４の判断が肯定された場合には、ステップＳ９６に移行して、サーバ側制御
部７０が、コマンドに応じた処理を実行するサブルーチンを実行する。具体的には、図１
９、図２０、図２１の処理が同時並行的に実行される。
【０１１１】
　まず、図１９のフローチャートに沿って、サーバ５０側での処理について説明する。サ
ーバ５０側では、ステップＳ２０２において、サーバ側制御部７０が、コマンドは、表示
要求であったか否かを判断する。この場合、前述のように、「タスクリスト」や「音声録
音テキスト」というコマンドが、表示要求に該当する。
【０１１２】
　次いで、ステップＳ２０４では、サーバ側制御部７０が、コマンドに応じた表示を行う
のに必要なデータを、フラッシュメモリ６４から抽出する。例えば、コマンドが「タスク
リスト」であれば、タスクリストに表示すべきテキストデータ（図５におけるタスクフラ
グがオンになっているテキストデータ）をフラッシュメモリ６４から抽出する。なお、こ
の場合のタスクフラグがオンになっているテキストデータには、音声データから変換され
たテキストデータのみならず、テキストデータ入力部４４から直接入力されたテキストデ
ータも含んでいる。なお、直接入力されたテキストデータのタスクフラグのオンオフは、
前述した図６と同様の処理により実行する。
【０１１３】
　次いで、ステップＳ２０６では、サーバ側制御部７０が、ユーザの現在位置を取得する
。この場合、携帯型端末１０が有する位置検出部２２において検出される位置情報を、端
末側制御部３０、通信部３２，５２などを介して取得する。
【０１１４】
　次いで、ステップＳ２０８では、サーバ側制御部７０が、取得した位置情報（現在位置
）に基づいて、セキュリティ確保可能な場所であるかを判断する。ここで、セキュリティ
確保可能な場所としては、例えば、会社内が挙げられる。なお、会社の位置の登録は、以
下の方法で行われる。
【０１１５】
　例えば、ユーザは、携帯型端末１０をＵＳＢ等によりＰＣ（Personal Computer）に接
続して、ＰＣ上で地図情報を用いた専用のアプリケーションを起動する。そして、当該ア
プリケーションで、会社の所在地を指定することで、会社の位置を登録する。なお、所在
地の指定は、マウス等を用いたドローイング操作などにより行う。この会社の位置は所定
面積の領域として表される。したがって、会社の位置としては、図２２のセキュリティ確
保可能範囲ＤＢに示すように、矩形の領域の対角の２地点（緯度、経度）で表すことがで
きる。この図２２のセキュリティ確保可能範囲ＤＢは、サーバ側制御部７０のハードディ
スク６６に格納される。
【０１１６】
　すなわち、ステップＳ２０８では、サーバ側制御部７０が、図２２のセキュリティ確保
可能範囲ＤＢを参照して、ユーザが当該範囲内に入っている場合に、セキュリティ確保可
能な場所内に位置していると判断される。
【０１１７】
　ステップＳ２０８の判断が肯定された場合には、ステップＳ２１０に移行する。このス
テップＳ２１０では、サーバ側制御部７０は、抽出したデータに含まれるキーワードに対
応付けられた変換ワードを領域Ｏ，Ａ，Ｂ、Ｃから取得し、ステップＳ２１４に移行する
。一方、ステップＳ２０８の判断が否定された場合には、ステップＳ２１２に移行する。
このステップＳ２１２では、サーバ側制御部７０は、抽出したデータに含まれるキーワー
ドに対応付けられた変換ワードを領域Ａ，Ｂから取得し、ステップＳ２１４に移行する。
【０１１８】
　ステップＳ２１４では、サーバ側制御部２１４が通信部５２を介して、抽出したデータ
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及びキーワードに対応付けられた変換ワードを携帯型端末１０に向けて送信する。
【０１１９】
　なお、ステップＳ２０２の判断が否定された場合、すなわち、コマンドが表示要求以外
のコマンドであった場合には、サーバ側制御部７０は、ステップＳ２１６においてコマン
ドに従った処理を実施する。
【０１２０】
　次に、図２０に基づいて、携帯型端末１０における処理について説明する。図２０のス
テップＳ２２０では、端末側制御部３０が、サーバ側からデータが送信されてきたか否か
を判断する。本ステップでは、図１９のステップＳ２１４が実行された後に、判断が肯定
されることになる。
【０１２１】
　次いで、ステップＳ２２１では、端末側制御部３０が、領域Ａ，Ｂ，Ｃの変換ワードが
送信されてきたか否かを判断する。ここでは、図１９のステップＳ２１０を経た場合に判
断が肯定され、ステップＳ２１２を経た場合に判断が否定される。
【０１２２】
　ステップＳ２２１の判断が肯定された場合、ステップＳ２２２において、端末側制御部
３０が、抽出したデータに含まれるキーワードを領域Ａ，Ｂ、Ｃの変換ワードで変換する
。すなわち、例えば、抽出したデータが、
　『１１月２０日１３時に、クールブルースピーカ２のソフトウェア仕様について、大東
京株式会社の青山一郎さんと打合せ予定』
　であったとする。この場合、領域Ａ，Ｂ、Ｃの変換ワードを用いて、
　『１１月２０日１３時に、ＣＢＳ２のＳＷＳＰについて、Ｄ社（電機，関東南部）のＡ
Ｉ（カメラ，ＡＦＭ，2009年10月15日Ｔ会（東京））さんと打合せ予定』
と変換される。
【０１２３】
　一方、ステップＳ２２１の判断が否定された場合、ステップＳ２２３において、端末側
制御部３０が、抽出したデータを、領域Ｂの変換ワードで変換するとともに、領域Ａのワ
ードを削除する。この場合、上記抽出したデータは、
　『１１月２０日１３時に、ＣＢＳ２のＳＷＳＰについて、　の　さんと打合せ予定』
と変換される。このように、本実施形態では、セキュリティが確保されているか否かによ
って、データの表示態様が変更されるようになっている。
【０１２４】
　上記のようにして、ステップＳ２２２又はステップＳ２２３の処理が行われた後は、ス
テップＳ２２４に移行し、端末側制御部３０は、変換後のテキストデータを、表示部１４
の所定の位置に表示する処理を実行する。この表示においては、単にタスクの時刻（日時
）が現在時刻（日時）に近い順に表示することとしても良いが、本実施形態では、これに
代えて、タスク優先度の高い順に表示することとする。これにより、ユーザは、重要なタ
スクの見落としを低減することができるとともに、複数の予定をダブルブッキングしてし
まった場合でも優先度の高いタスクを優先して予定を組むことができるようになる。なお
、ダブルブッキングしている場合には、端末側制御部３０が警告部１８を介して警告を発
しても良いし、優先度の低い方の予定に関わる人がタスクに含まれているような場合には
、その人に対して、端末側制御部３０がタスクの日程の変更依頼通知を電子メールにて自
動で依頼するようにしてもよい。ただし、上記のようにタスク優先度の高い順に表示する
場合に限られるものではなく、日時順に表示しても勿論良い。また、日時順に表示して、
タスク優先度の高いタスクのフォント、色、大きさなどを変更して目立つように表示する
こととしても良い。また、タスク優先度の高い順に並べた上で、タスク優先度が同一であ
るタスクについては、日時順に表示することとしても良い。
【０１２５】
　以上、図１９、図２０の処理により、図１８（ａ）や図１８（ｂ）に示すような画面表
示がなされる。なお、図１８（ｂ）の録音音声リストには、タスクの項目が設けられてい
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る。ユーザは、当該タスクの項目をタッチパネル上でタッチしたりすることで、タスクフ
ラグのオンオフを切り替えることができる。この場合、サーバ側制御部７０は、ユーザに
よるタスクフラグの切り替え操作を認識したときには、図５のタスクフラグを変更するも
のとする。これにより、図６の処理の結果、タスクフラグのオンオフがユーザの認識と異
なっていたとしても、ユーザは、タスクフラグを手動で変更することができるようになる
。なお、ユーザがタスクフラグをオンにした場合には、それ以降、そのタスクのテキスト
データと類似するテキストデータについては、サーバ側制御部７０がタスクフラグを自動
でオンにすることとしても良い。
【０１２６】
　なお、図２０の処理では、端末側制御部３０は、位置検出部２２で取得される現在位置
をサーバ側制御部７０側に送信し、サーバ側制御部７０から送信されてくる変換ワードを
用いて、テキストデータを変換して表示することとしている。したがって、本実施形態で
は、端末側制御部３０が、位置検出部２２で取得される現在位置に応じて、表示部１４へ
の表示を制限していると言うことができる。
【０１２７】
　次に、図２１に基づいて、図２０の処理と並行して行われる処理について説明する。図
２１では、ステップＳ２３２において、端末側制御部３０が、ユーザによって、文書変換
ボタンが押されたか否かを判断する。なお、文書変換ボタンは、図１８（ａ）、図１８（
ｂ）では、右上端に表示されているボタンである。ユーザは、タッチパネル操作や、キー
ボード操作等により、文書変換ボタンを押す。このステップＳ２３２における判断が肯定
されると、ステップＳ２３４に移行し、否定されると、ステップＳ２３８に移行する。
【０１２８】
　ステップＳ２３４では、端末側制御部３０が、変換可能なキーワードが表示されている
か否かを判断する。ここで、変換可能なキーワードとは、前述した、図１４に示す「ＳＷ
」と「スポンジ」のように、１つのキーワードに対し複数の変換ワードが対応付けられて
いるようなキーワードを意味する。したがって、表示部１４に表示されているテキストデ
ータに、このようなキーワードが含まれている場合には、ここでの判断が肯定され、ステ
ップＳ２３６に移行する。一方、ステップＳ２３４の判断が否定された場合には、ステッ
プＳ２３８に移行する。
【０１２９】
　ステップＳ２３６に移行した場合、端末側制御部３０が、キーワードを変換する。具体
的には、例えば、
　『１１月２０日１３時に、ＣＢＳ２のＳＷＳＰについて、Ｄ社（電機，関東南部）のＡ
Ｉ（カメラ，ＡＦＭ，2009年10月15日Ｔ会（東京））さんと打合せ予定』
と表示されている文章では、「ＳＷ」を「スポンジ」に変換することができるので、端末
側制御部３０は、
　『１１月２０日１３時に、ＣＢＳ２のスポンジＳＰについて、Ｄ社（電機，関東南部）
のＡＩ（カメラ，ＡＦＭ，2009年10月15日Ｔ会（東京））さんと打合せ予定』
と、変換して表示する。
【０１３０】
　ユーザは、「ＳＷ」という表示では、ソフトウェアを想起できない場合でも、文書変換
ボタンを押して、「スポンジ」という表記を見ることで、スポンジ→柔らかい→ソフトと
いうような連想により、ソフトウェアを想起できるようになる。なお、スポンジという言
葉を初めて見た場合には、このような連想はできないかもしれないが、社内で当該連想の
方法を周知させておけば、ソフトウェアの想起は容易である。
【０１３１】
　次に、ステップＳ２３８では、端末側制御部３０が、変換前表示ボタン（図１８（ａ）
、図１８（ｂ）参照）が押されたか否かを判断する。なお、ユーザが、変換前表示ボタン
を押す場合とは、キーワードが変換されていない文章を見たい場合である。ここでの判断
が否定された場合には、ステップＳ２３２に戻るが、ここでの判断が肯定された場合には



(20) JP 5869209 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

、ステップＳ２４０に移行する。ステップＳ２４０では、端末側制御部３０が、ユーザの
現在位置を取得し、ステップＳ２４２では、現在位置がセキュリティ確保可能な場所か否
かを判断する。ここでの判断が否定された場合、すなわちユーザがセキュリティ確保でき
ない場所にいる場合には、ユーザに変換前の文章を見せるのを制限する必要があるので、
ステップＳ２５２において表示不可能な旨をユーザに通知して、ステップＳ２３２に戻る
。なお、ステップＳ２５２の通知の方法としては、表示部１４への表示や警告部１８を介
した警告などを採用することができる。
【０１３２】
　ステップＳ２４２の判断が肯定された場合には、ステップＳ２４４に移行し、端末側制
御部３０は、質問事項（ユーザであれば簡単に解答ができる質問）を表示部１４に表示す
る。なお、質問事項については、サーバ５０側のハードディスク６６に格納されているも
のとし、端末側制御部３０は、当該質問事項をハードディスク６６から読み出して、表示
部１４に表示する。この質問事項及び回答例は、例えば、ユーザが事前に登録しておけば
良い。
【０１３３】
　次いで、ステップＳ２４６では、端末側制御部３０は、入力部１２に対し、ユーザが、
音声で回答を入力したか否かを判断する。ここでの判断が肯定されると、端末側制御部３
０は、ステップＳ２４８において、ユーザの声であり、かつ回答が正しいか否かを判断す
る。ユーザの声か否かは、前述したサーバ５０側の声紋分析部５５において音声を分析し
た結果を用いて判断する。ここでの判断が否定された場合には、ステップＳ２５２におい
て、表示不可能な旨をユーザに通知する。一方、ステップＳ２４８の判断が肯定された場
合には、ステップＳ２５０に移行し、領域Ｏの変換ワードで、キーワードを変換前の状態
となるように変換して表示する。具体的には、音声で入力されたままの文章、すなわち、
上記の例では、
　『１１月２０日１３時に、クールブルースピーカ２のソフトウェア仕様について、大東
京株式会社の青山一郎さんと打合せ予定』
と表示する。その後は、ステップＳ２３２に移行し、上記処理を繰り返す。なお、上記に
おいては、ユーザが声で質問に回答する場合について説明したが、これに限らず、キーボ
ード等から回答を入力することとしても良い。この場合、端末側制御部３０は、質問の回
答に加えて、指紋認証などの生体認証の結果に基づいて、変換前の状態の表示を行うか否
かを判断しても良い。
【０１３４】
　以上のようにして、図４のステップＳ９６の処理が終了すると、ステップＳ７０に戻る
。
【０１３５】
　一方、図４のステップＳ９２の判断が否定された場合、すなわち、発声者がユーザでな
かった場合には、ステップＳ１００に移行して、端末側制御部３０が、発声者の情報を表
示する。なお、ここでは、端末側制御部３０は、サーバ側制御部７０から受け取った情報
に基づいた表示を行う。具体的には、発声者が青山一郎であれば、端末側制御部３０は、
その情報をサーバ側制御部７０から受け取って、「青山一郎」と表示する。なお、青山一
郎に付帯する情報を受け取った場合には、その情報も表示することとしても良い。また、
青山一郎に関連するタスクを、サーバ側制御部７０から受け取った場合には、そのタスク
も併せて表示することとしても良い。
【０１３６】
　このようにすることで、例えば、青山一郎氏が「おはよう」などとユーザに声を掛けて
きたときに、表示部１４上に、名前や、関連する情報、タスクなどを表示することができ
る。これにより、ユーザが人の名前や情報、あるいはその人に関連してやるべきことなど
を思い出すのを支援することができる。
【０１３７】
　次いで、ステップＳ１０２では、サーバ側制御部７０が、図２３に示す曖昧ワードＤＢ
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に登録されているワードが発言されたか否かを判断する。ここでの判断が否定されると、
ステップＳ７０に戻るが、判断が肯定されると、ステップＳ１０４に移行する。
【０１３８】
　ステップＳ１０４では、サーバ側制御部７０及び端末側制御部３０が、図２３の曖昧ワ
ードＤＢに基づいて、発言されたワードに対応する処理を実行する。具体的には、「あの
件」や「例の件」と発言された場合には、サーバ側制御部７０は、キーワード記録ＤＢを
参照し、発言者が関連情報に含まれるキーワードのうち、出現頻度が所定の閾値よりも高
いキーワードを抽出し、端末側制御部３０に送信する。そして、端末側制御部３０は、受
信したキーワードを、表示部１４に表示する。例えば、発言者が山口部長であり、出現頻
度の閾値が１０であるような場合には、図１６のキーワード記録ＤＢにおけるキーワード
「プロジェクトＡ」が表示部１４に表示されることになる。また、図２３に示すように、
「（地名）の件」、例えば、「北海道の件」と発言されたような場合には、発言者が関連
情報に含まれており、かつ、音声データが入力された位置（緯度、経度）が所定範囲（例
えば北海道内）であるキーワード、又は、発言者が関連情報に含まれており、かつ、「北
海道」というワードが関連情報に含まれているようなキーワードを抽出して、表示部１４
に表示するようにする。更に、例えば、「○月○日の件」と発言されたような場合には、
発言者が関連情報に含まれており、かつ、音声データが入力された日時が○月○日と一致
するキーワード、又は、発言者が関連情報に含まれており、かつ、「○月○日」というワ
ードが関連情報に含まれているようなキーワードを抽出して、表示部１４に表示するよう
にする。更には、ある人がある時刻（日時）に話すことが、図１６のキーワード記録ＤＢ
から容易に推定できるような場合もある。このような場合には、発言者と現在時刻とから
、関連するキーワードを表示するようにしても良い。
【０１３９】
　ステップＳ１０４では、以上のような処理を実行することで、発言者が曖昧な問いかけ
をしてきたとしても、その問いかけで、何を聞いているのかを自動で判断して、ユーザに
対して表示することが可能となる。なお、ステップＳ１０４において、キーワードを表示
するたびに、サーバ側制御部７０は、キーワード記録ＤＢの検索頻度を更新する。この検
索頻度は、例えば、検索頻度の多いキーワードほど優先的に表示する場合などにおいて利
用することができる。
【０１４０】
　次に、携帯型端末１０及びサーバ５０で取得するデータの消去処理について、図２４、
図２５に基づいて説明する。
【０１４１】
（データの消去処理（その１：変換データの消去））
　図２４には、携帯型端末１０がサーバ５０側から取得した情報を消去する処理がフロー
チャートにて示されている。この図２４に示すように、端末側制御部３０は、ステップＳ
２６０において、データ取得から一定時間（例えば２～３時間）経過したか否かを判断す
る。ここでの判断が肯定された場合には、ステップＳ２６２に移行し、端末側制御部３０
は、フラッシュメモリ２８に記憶されているテキストデータ（変換前のワード及び変換後
のワードを含む）を消去する。一方、ステップＳ２６０の判断が否定された場合でも、端
末側制御部３０は、ステップＳ２６４においてユーザが会社内から社外に移動したか否か
を判断する。そして、ここでの判断が肯定された場合には、ステップＳ２６２に移行して
、上記と同様にデータを消去する。なお、ステップＳ２６４の判断が否定された場合には
、ステップＳ２６０に戻る。このように、データを取得してから所定時間経過した場合、
又はセキュリティが確保できなくなった場合に、データを消去することで、重要なデータ
の流出等を防止することができる。なお、上記においては、テキストデータのすべてを消
去する場合について説明したが、これに限らず、ステップＳ２６２では、最重要のデータ
のみを消去することとしても良い。例えば、領域Ａのデータと領域Ｏのデータのみを消去
することとしても良い。
【０１４２】
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　なお、図２４の処理では、ユーザ（携帯型端末１０）が初めから会社外に存在している
ときには、変換データを表示部１４上に表示した直後に、フラッシュメモリ２８から消去
することとしても良い。
【０１４３】
（データの消去処理（その２：音声データの消去））
　サーバ側制御部７０では、各音声データに対して、図２５の消去処理を実行する。サー
バ側制御部７０は、図２５のステップＳ２７０において、テキストデータ生成部５４が音
声データをテキストデータに変換したか（できたか）否かを判断する。ここでの判断が否
定された場合には、ステップＳ２８０に移行するが、判断が肯定された場合には、ステッ
プＳ２７２に移行し、サーバ側制御部７０は、音声データを発声した人物名を取得する。
ここでは、サーバ側制御部７０は、声紋分析部５５から、発声した人物名を取得し、ステ
ップＳ２７４に移行する。
【０１４４】
　ステップＳ２７４では、サーバ側制御部７０は、発声した人物がユーザ自身以外である
か否かを判断する。ここでの判断が肯定された場合には、サーバ側制御部７０は、ステッ
プＳ２７６において、テキストデータに変換された音声データを消去する。一方、ステッ
プＳ２７４の判断が否定された場合、すなわち、ユーザ自身の音声データであった場合に
は、ステップＳ２７８に移行して、所定時間経過後に音声データを消去し、図２５の全処
理を終了する。
【０１４５】
　一方、ステップＳ２７０の判断が否定されてステップＳ２８０に移行した場合には、サ
ーバ側制御部７０は、音声データを再生可能にする。具体的には、サーバ側制御部７０は
、携帯型端末１０のフラッシュメモリ２８に対して音声データを送信する。なお、このス
テップＳ２８０では、音声データがテキストデータに変換できなかったことを、警告部１
８を介して、ユーザに警告する。この警告に基づいて、ユーザが、ユーザが携帯型端末１
０の入力部１２から音声データを再生する指示を入力した場合、フラッシュメモリ２８に
格納された音声データを再生部１６を介して再生する。
【０１４６】
　次いで、ステップＳ２８２では、サーバ側制御部７０が、フラッシュメモリ２８に送信
した音声データ（すなわち再生部１６において再生された音声データ）を消去し、図２５
の全処理を終了する。
【０１４７】
　以上のようにして音声データの消去処理を実行することにより、サーバ５０における音
声データの保存量を減らすことができるので、サーバ５０のフラッシュメモリ６４の記憶
容量を低減することが可能である。また、ユーザ以外の音声データを、テキストデータ化
した直後に消去することで、プライバシーに対して配慮することもできる。
【０１４８】
（データの消去処理（その３：タスクの消去））
　サーバ側制御部７０では、以下に示すルールに従って、タスクを消去する。
（１）タスクが社外での会議に関するものである場合
　この場合、位置検出部２２が検出する現在位置がタスクで特定されている会議開催場所
と一致し、かつ時刻検出部２４の検出する現在時刻がタスクで規定されている会議開始時
刻を過ぎた場合に、タスクを消去する。なお、現在時刻が会議開始時刻を過ぎているのに
、現在位置が会議開催場所と一致していない場合には、サーバ側制御部７０は、端末側制
御部３０を介して、警告部１８からユーザに対して警告を発するようにする。これにより
、タスクの実行し忘れを抑制することができる。また、これに限らず、例えば、タスクの
所定時間前（３０分前など）に、警告を発するようにしても良い。これにより、タスクの
実行し忘れを未然に防止することができる。
（２）タスクが社内での会議に関するものである場合
　この場合、位置検出部２２としてＲＦＩＤのように会議室に入ったことを検出できるよ
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うな位置検出部を採用しておき、位置検出部２２が検出する現在位置がタスクで特定され
ている会議室と一致し、かつ時刻検出部２４の検出する現在時刻がタスクで規定されてい
る会議開始時刻を過ぎた場合に、タスクを消去する。この場合にも、上記（１）のように
警告を併用することができる。
（３）タスクが買い物に関するものであり、買い物をする場所が特定されている場合
　この場合、位置検出部２２が検出する現在位置がタスクで特定されている場所と一致し
、かつ、「ありがとうございました」などの音声が音声入力部４２から入力されたり、あ
るいはＰＯＳレジ端末から購入情報が入力部１２に無線等で入力された場合に、タスクを
消去する。なお、ＰＯＳレジ端末からの入力以外に、例えば、携帯型端末が電子マネー機
能を有している場合には、当該機能により支払いを済ませた段階で、タスクを消去するこ
ととしても良い。
（４）その他、タスクにおいて時間が特定されている場合
　この場合、時刻検出部２４の検出する現在時刻が、タスクで規定されている実施時刻を
過ぎた場合に、タスクを消去する。
【０１４９】
　以上説明したように、本実施形態によると、情報が入力される通信部５２と、通信部５
２に入力されたデータから所定のキーワードを抽出する抽出部５８と、抽出部５８により
抽出したキーワードを守秘性レベルが「高」のキーワードと守秘性レベルが「中」のキー
ワードとに分類する分類部６０と、守秘性レベルが「高」のキーワードを所定の変換方法
で変換するとともに、守秘性レベルが「中」のキーワードを守秘性レベルが「高」のキー
ワードとは異なる変換方法で変換する変換部６２と、を備えている。このように、守秘性
レベルに応じてキーワードを分類し、それぞれのレベルに応じて異なる変換を行うことで
、守秘性レベルを考慮したデータの表示等を行うことが可能となる。これにより、使い勝
手の向上を図ることが可能となる。
【０１５０】
　また、本実施形態では、携帯型端末１０と通信する通信部５２が、変換部６２で変換し
た結果を携帯型端末１０に送信するため、携帯型端末１０では、データの処理を行わなく
とも、守秘性レベルが考慮されたデータを表示等することができる。
【０１５１】
　また、本実施形態では、音声データからテキストデータを生成するテキストデータ生成
部５４を備えており、抽出部５８は、テキストデータ生成部５４で生成したテキストデー
タからキーワードを抽出することとしているので、キーワードの抽出を簡易に行うことが
できる。
【０１５２】
　また、本実施形態では、キーワードをイニシャル変換することとしているので、キーワ
ードごとに特別な変換テーブルを作成しなくても、各キーワードを簡易に変換することが
できる。また、キーワードが氏名の場合、守秘性レベルが「高」であれば、氏と名の両方
をイニシャルに変換し、守秘性レベルが「中」であれば、氏と名のいずれか一方をイニシ
ャルに変換することとしているので、守秘性レベルに応じた表示を行うことが可能となる
。更に、キーワードが地名の場合、守秘性レベルが「高」であれば、所定の区域の情報（
広い範囲内での位置情報）に変換し、守秘性レベルが「中」であれば、所定の区域よりも
狭い区域の情報（狭い範囲内での位置情報）に変換することとしているので、この点から
も、守秘性レベルに応じた表示を行うことが可能となる。
【０１５３】
　また、本実施形態では、位置情報を検出する位置検出部２２と、入力を行う入力部１２
と、入力に関連した情報を表示する表示部１４と、位置検出部２２が検出した位置に応じ
て、表示部１４への表示を制限する端末側制御部３０と、を備えている。このように、位
置に応じた表示制限を行うことにより、セキュリティを考慮した表示を行うことができ、
ひいては使い勝手の向上を図ることが可能となる。
【０１５４】
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　また、本実施形態では、端末側制御部３０は、位置検出部２２の出力に基づいてセキュ
リティが保たれないと判断した際に、表示部１４への表示を制限することから、セキュリ
ティを適切に考慮した表示制限を行うことができる。また、本実施形態では、位置検出部
２２の出力に基づいてセキュリティが保たれると判断した際に、表示部１４への表示の制
限の少なくとも一部を解除するので、この点からも、セキュリティを適切に考慮した表示
制限を行うことができる。
【０１５５】
　また、本実施形態のパーソナルアシスタントシステム１００が、上記のようにセキュリ
ティを考慮した表示制限を行う携帯型端末１０と、携帯型端末１０から入力されたデータ
の少なくとも一部に表示制限を加えるサーバ５０と、を備えているので、携帯型端末１０
で、データの少なくとも一部に表示制限を加えなくても、携帯型端末１０の表示部１４に
表示制限が加えられたデータを表示することができる。これにより、携帯型端末１０での
処理負担を軽減することができ、結果的に携帯型端末１０の簡素化、及び小型・軽量化等
を図ることが可能となる。
【０１５６】
　また、本実施形態では、テキストデータを表示する表示部１４と、音声を入力する音声
入力部４２と、音声の声紋を分析する声紋分析部５５の解析結果に応じて前記音声に関連
する情報を前記表示部に表示させる端末側制御部３０と、を有しているので、図４のステ
ップＳ１００のように、ある人が、例えば「おはよう」などの声を発したときに、その人
の情報（名前や、その他登録されている情報、あるいはその人に対して行うべきタスクな
ど）を表示部１４に表示することができる。これにより、ユーザは、声を発した人を忘れ
てしまっていた場合でも、表示部１４を見ることで、その人を思い出すことが可能となる
。このように、本実施形態によれば、使い勝手の良いパーソナルアシスタントシステム１
００及び携帯型端末１０を提供することができる。
【０１５７】
　また、本実施形態では、端末側制御部３０及びサーバ側制御部７０は、声紋分析部５５
の分析結果に応じて音声データに含まれる所定のワード（例えば、「あの件」や「北海道
の件」など）に関連する情報を、表示部１４に表示させるので、「あの件」や「北海道の
件」などの曖昧な問いかけをされた場合でも、表示部１４を確認することで、当該用件を
思い出すことが可能となる。本実施形態では、この点からも、使い勝手の良いパーソナル
アシスタントシステム１００及び携帯型端末１０を提供することができるといえる。また
、本実施形態では、所定のワード（「北海道の件」など）に関連する情報を、所定のワー
ド（例えば「北海道」などのワード）とともに入力部に入力された頻度に応じて選択し、
表示部１４に表示する（図４のステップＳ１０４）ので、適切な情報表示が可能となる。
【０１５８】
　また、図４のステップＳ１０４では、音声データが入力されたときの位置に応じた情報
を表示部１４に表示させるようにもしているので、この点からも適切な情報表示が可能で
ある。
【０１５９】
　また、図４のステップＳ１０４では、音声データが入力された時刻に応じた情報（音声
データが入力された時刻から所定時間内に入力された情報など）を表示部１４に表示させ
るようにもしているので、この点からも適切な情報表示が可能である。
【０１６０】
　また、本実施形態では、音声を入力する入力部４２と、入力部４２に入力した音声デー
タに基づいてテキストデータを生成するテキストデータ生成部５４と、入力部４２に入力
した音声データの声紋データを分析する声紋分析部５５と、声紋分析部５５による分析結
果に応じてテキストデータ生成部５４によりテキストデータが生成された後の音声データ
を消去する消去部７６と、を備えている。これにより、テキストデータが生成された後の
音声データを消去することで、フラッシュメモリ６４に必要な記憶容量を低減することが
できる。また、本実施形態では、声紋分析部５５による分析結果に応じて音声データを消
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去するため、ある特定人物の音声データを消去することにより、プライバシーに配慮した
良好な使い勝手を実現することが可能となる。
【０１６１】
　また、本実施形態では、情報が入力される通信部５２と、通信部５２に入力されたデー
タから所定のキーワードを抽出する抽出部５８と、抽出部５８により抽出したキーワード
を守秘性レベルが「高」のキーワードと守秘性レベルが「中」のキーワードとに分類する
分類部６０と、守秘性レベルが「高」のキーワードを所定の変換方法で変換するとともに
、守秘性レベルが「中」のキーワードを守秘性レベルが「高」のキーワードとは異なる変
換方法で変換する変換部６２と、を備えている。このように、守秘性レベルに応じてキー
ワードを分類し、それぞれのレベルに応じて異なる変換を行うことで、守秘性レベルを考
慮したデータの表示等を行うことが可能となる。
【０１６２】
　また、本実施形態では、声紋分析部５５は、音声データの声紋データが、登録されたユ
ーザの声紋データであるか否かを解析し、消去部７６は、ユーザ以外の音声を消去するの
で、フラッシュメモリ６４の記憶可能な記憶容量を効果的に低減するとともに、プライバ
シーへの配慮をより高めることができる。
【０１６３】
　また、本実施形態では、消去部７６は、ユーザの音声とユーザ以外の音声とで、分析後
、消去するまでの時間を異ならせている（ステップＳ２７６、Ｓ２７８）。これにより、
ユーザの音声も所定時間後に消去するので、記憶容量の低減を更に図ることができる。
【０１６４】
　また、本実施形態では、テキストデータ生成部５４が音声データからテキストデータを
生成できない場合に、警告部１８が警告を発するので、ユーザは、音声データからテキス
トデータを生成できなかったことを認識することができる。また、テキストデータ生成部
５４が音声データからテキストデータを生成できなかった場合（ステップＳ２７０が否定
された場合）に、ユーザの指示に応じて、再生部１６が音声データを再生するため、ユー
ザは、テキストデータにできなかった内容を音声データの再生で確認することができる。
【０１６５】
　また、本実施形態によると、表示を行う表示部１４と、音声を入力する音声入力部４２
と、前記入力した音声の大きさ、周波数および意味の少なくとも１つに基づいて重み付け
を行う重み付け部５６と、音声入力部４２が入力した音声と、重み付け部５６の重み付け
とに基づいて、表示部におけるタスクの表示態様を変更する制御部７０、３０と、を備え
ている。これにより、音声データの入力され方や音声データの内容等に応じて重み付け部
５６が行った重み付けに基づいて、表示部１４におけるタスクの表示態様を変更するので
、音声データの重み（重要度）に応じた表示態様を実現できる。これにより、使い勝手の
向上を図ることが可能である。
【０１６６】
　また、本実施形態によると、重み付け部５４は、少なくとも音声データの周波数を用い
て、音声を発した人を特定し、当該人（本実施形態では役職）に応じた重み付けを行うこ
ととしているので、音声データの重要度に関する適切な重み付けを行うことができる。
【０１６７】
　また、本実施形態によると、重み付け部５４は、音声の意味に基づく守秘性に応じた重
み付けを行うこととしているので、この点からも、音声データの重要度に関する適切な重
み付けを行うことができる。
【０１６８】
　また、本実施形態では、音声入力部４２から入力された音声に日付情報が含まれている
場合に、該日付情報に基づいてタスクの表示を行うこともできるため、通常の予定表とし
ての機能も満足することができる。また、本実施形態では、時刻検出部２４において検出
される時刻に関する情報を考慮して、又はカレンダ部２６の日付情報を考慮して、タスク
の表示を行うタスクの表示を行うため、現在の時刻に近い順又は現在の時刻から遠い順な
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どの順番で、行うべきタスクを表示することが可能となる。
【０１６９】
　また、本実施形態では、音声入力部４２から入力された音声をテキストデータに変換す
るテキストデータ生成部５４を備えているので、重み付け部５６は、テキストデータに対
する重み付けを行うことができる。これにより、音声データを扱う場合よりも簡易に重み
付けを行うことができる。
【０１７０】
　また、本実施形態では、表示順序や、色、表示サイズ、表示フォントなどを重み付け結
果に基づいて変更するので、重み付け結果を様々な方法で表現することができる。
【０１７１】
　また、本実施形態では、位置を検出する位置検出部２２の出力に応じて、表示部への表
示態様を変更する、すなわち、現在位置に基づいて、タスクを実行したと判断されるよう
な場合に、そのタスクを表示しない（削除する）ようにすることとしているので、記憶容
量の低減を図ることが可能である。
【０１７２】
　更に、本実施形態では、音声データに定型ワードが含まれているか否かに基づいて、タ
スクか否かを判断し、この判断結果を用いて、表示部１４への表示をするか否かを決定す
るので、タスクか否かを自動的に判別することができるとともに、表示部への表示を行う
か否かも自動的に決定することができる。
【０１７３】
　また、本実施形態では、重み付けをユーザが設定することを可能にするために、サーバ
５０に設定部７４が設けられているので、ユーザは、自己の好みに応じた重み付けに関す
る設定を行うことが可能である。
【０１７４】
　また、本実施形態によると、音声を入力する音声入力部４２と、入力した音声をテキス
トデータに変換するテキストデータ生成部５４と、音声入力部４２が特定の周波数を入力
した際に、テキストデータ生成部５４による変換を開始、すなわち録音を開始し、テキス
トデータへの変換を開始するサーバ側制御部７０と、を備えている。したがって、ある人
物が発声して、特定の周波数の音声が入力された場合に、その音声の入力に基づいて、録
音、テキストデータへの変換を開始するので（図２（ａ）参照）、自動で、録音、テキス
トデータへの変換を開始することができる。これにより、ユーザの操作が簡素化され、使
い勝手の向上を図ることが可能となる。
【０１７５】
　また、本実施形態では、音声入力部４２が電話に関連した周波数を入力した際にテキス
トデータへの変換を開始することもできるため、例えば、電話の着信音がなった時点から
、電話の音声を録音し、テキストデータへの変換を行うことが可能となる。これにより、
電話での会話を漏らすことなく録音、テキストデータへの変換をすることができる。
【０１７６】
　また、本実施形態では、タスクに基づいて、例えば会議の日時になったときなどの適切
なタイミングで録音やテキストデータへの変換を開始することができるので、この点から
も、ユーザの操作を簡素化することができ、使い勝手を向上することが可能となる。また
、例えば会議の終了時刻に応じて録音やテキストデータへの変換を行うこともできるので
（図２（ｃ）参照）、会議において最も重要なことが話される可能性がある時間帯の音声
データの録音及びテキストデータへの変換を自動的に開始することが可能となる。
【０１７７】
　また、本実施形態では、ユーザの生体情報に基づいて、適切なタイミングで録音やテキ
ストデータへの変換を開始することができるので（図２（ｄ）参照）、この点からも、ユ
ーザの操作を簡素化することができ、使い勝手を向上することが可能となる。
【０１７８】
　更に、本実施形態では、現在時刻が、予め定めておいた時刻になったときに、録音やテ
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キストデータへの変換を開始することができるので（図２（ｂ）参照）、この点からも、
ユーザの操作を簡素化することができ、使い勝手を向上することが可能となる。
【０１７９】
　また、本実施形態では、位置検出部２２の検出結果に応じて、テキストデータ生成部５
４による変換を禁止することができるため、例えば、社外の会議など、録音することに問
題があるような場合に、録音を自動的に禁止することができる。これにより、より使い勝
手を向上することが可能となる。
【０１８０】
　なお、上記実施形態では、ワードごとに、守秘性の高低を決める場合について説明した
が、これに限られるものではなく、例えば、分類部６０では、ビジネスで用いるワードを
守秘性レベルの高いワード、プライベートで用いるワードを守秘性レベルの低いワードと
いうように分類しても良い。
【０１８１】
　なお、上記実施形態では、携帯型端末１０の位置検出部２２で検出された現在位置が、
セキュリティが保たれない位置であったときに、キーワードを変換して表示する場合、す
なわち、表示部１４における表示が制限される場合について説明したが、これに限られる
ものではない。例えば、時刻検出部２４において検出された時刻が所定時刻（例えば勤務
時間内）であった場合に、表示部１４における表示が制限されるようにしても良い。この
ようにしても、上記実施形態と同様、セキュリティを考慮した表示を行うことが可能とな
る。なお、このような制御を行う場合には、図１９のステップＳ２０６において、ユーザ
の現在位置を取得する代わりに、現在時刻を取得し、ステップＳ２０８においてセキュリ
ティ確保可能な場所か否かを判断する代わりに、セキュリティ確保可能な時刻か否かを判
断するようにすれば良い。
【０１８２】
　なお、上記実施形態では、音声データがタスクか否かの判定を、日時情報の有無、及び
音声データの語尾の種類に基づいて行うこととしたが、これに限らず、例えば、音声デー
タの抑揚に基づいて、タスク判定を行うこととしても良い。
【０１８３】
　なお、上記実施形態では、守秘性レベル「高」のワード及び「中」のワードを、その上
位概念であるイニシャルに変換する場合について説明したが、これに限られるものではな
い。例えば、キーワードＤＢにおいて、各ワードに対する変換後のワードを定義しておい
ても良い。この場合、例えば、キーワード「カメラ」に対する変換後のワードとして、カ
メラの上位概念である「精密機器」やそれよりも下位概念である「撮影装置」などを定義
しておくことができる。この場合、「カメラ」が守秘性レベル「高」であれば、「精密機
器」と変換し、「カメラ」が守秘性レベル「中」であれば、「撮影装置」と変換するなど
することができる。このように、守秘性レベルに応じて、上位概念のワードと中位概念の
ワードに変換することで、セキュリティレベルを考慮した表示を行うことができる。また
、キーワードＤＢにおいて、予算などの金額情報が登録される場合、当該金額情報の上位
概念である桁数で表現したものを定義しておいても良い。
【０１８４】
　なお、上記実施形態では、音声が日本語の場合について説明したが、例えば英語などの
外国語であっても良い。外国語（例えば、英語）では、所定の単語の有無や、所定の構文
の有無に基づいてタスクか否かを判断することとしても良い。
【０１８５】
　なお、上記実施形態では、携帯型端末１０の小型・軽量化を図るため、フラッシュメモ
リ２８を搭載する場合について説明したが、これとともに又はこれに代えて、ハードディ
スクなどの記憶装置を携帯型端末１０に搭載することとしても良い。
【０１８６】
　なお、上記実施形態では、会社の位置などの設定を行う際に、携帯型端末１０を外部の
ＰＣに接続し、外部のＰＣ上で設定を行う場合について説明した。しかしながら、これに
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限られるものではなく、例えば、サーバ５０のハードディスク６６に予め会社の位置を登
録しておき、そのハードディスク６６から、会社の位置をダウンロードしても良い。また
、例えば携帯型端末１０に会社の位置などを設定するためのアプリケーションをインスト
ールしておくことで、携帯型端末１０上で、会社の位置などの設定ができるようにしても
良い。
【０１８７】
　なお、上記実施形態では、タスク優先度を上式（１）に基づいて算出することとしたが
、これに限らず、その他の式を用いて、タスク優先度を算出しても良い。例えば、各重み
を加算したり、あるいは乗算したりするのみでも良い。また、上式（１）などを用いてタ
スク優先度を求める場合に限らず、重みのうちのいずれかを選択し、その選択された重み
の大きい順にタスク優先度を決定しても良い。この場合、どの重みでタスク優先度を決定
するかをユーザが設定できるようにしても良い。
【０１８８】
　なお、上記実施形態では、キーワードをイニシャル化したもの（例えばソフトウェアに
おける「ＳＷ」）と、イメージに基づくもの（例えばソフトウェアにおける「スポンジ」
）のうち、イニシャル化したものの方を最初に表示する場合について説明したが、これに
限らず、イメージに基づくものを最初に表示することとしても良い。また、イニシャル化
したものとイメージに基づくものを同時に表示しても良い。
【０１８９】
　なお、上記実施形態では、ユーザ以外の人の音声が入力部１２に入力されたときに、当
該発声者の名前や情報が表示される場合について説明したが、これに限らず、例えば、発
声者の顔写真など、発声者に関する画像を表示するようにしても良い。この場合、例えば
サーバ５０のハードディスク６６にそれら画像を格納しておき、かつ当該画像を、キーワ
ードＤＢの情報の項目に登録しておく必要がある。
【０１９０】
　なお、上記実施形態では、重みとして、ユーザとの親密度を用いることとしても良い。
この場合、例えば、音声が比較的多く入力される人物や、携帯型端末を持っている人のう
ち、接近する機会が多い人物などを、親密度の高い人物とすることができる。
【０１９１】
　なお、上記実施形態で説明した構成は一例である。すなわち、上記実施形態で説明した
サーバ５０の構成の少なくとも一部を携帯型端末１０側に設けることとしても良いし、上
記実施形態で説明した携帯型端末１０の構成の少なくとも一部をサーバ５０側に設けるこ
ととしても良い。具体的には、例えば、サーバ５０の声紋分析部５５やテキストデータ生
成部５４などを携帯型端末１０に持たせることとしてもよい。
【０１９２】
　なお、上記実施形態では、本発明をビジネス用として用いる場合を中心に説明したが、
プライベートで用いることとしても良いし、あるいは、プライベートとビジネスの両方で
用いることとしても勿論良い。
【０１９３】
　上述した実施形態は本発明の好適な実施の例である。但し、これに限定されるものでは
なく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変形実施可能である。
【符号の説明】
【０１９４】
　１０…携帯型端末、１２…入力部、１４…表示部、１６…再生部、１８…警告部、２０
…生体情報入力部、２２…位置検出部、２４…時刻検出部、２６…カレンダ部、２８…フ
ラッシュメモリ、３０…端末側制御部、３２…通信部、５０…サーバ、５２…通信部、５
４…テキストデータ生成部、５５…声紋分析部、５６…重み付け部、５８…抽出部、６０
…分類部、６２…変換部、６４…フラッシュメモリ、６６…ハードディスク、７０…サー
バ側制御部、７２…変更部、７４…設定部。
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